
森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

森
林
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条

法
第
十
条
の
八
第
一
項
第
十
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

法
第
十
条
の
八
第
一
項
第
十
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
気
事
業
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
電
気
事

業
者
が
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
電
線
路
を
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
維
持

す
る
た
め
当
該
維
持
の
支
障
と
な
る
立
木
を
伐
採
す
る
場
合

（
新
設
）

三
〜
五

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
九
十
一
条

第
八
十
九
条
第
一
号
の
区
分
の
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
十
一
条

第
八
十
九
条
第
一
号
の
区
分
の
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
八
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

宮
下

一
郎





四

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）

に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学

入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者

を
含
む
。）又
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
審
査
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
高
等

学
校
卒
業
程
度
認
定
審
査
に
合
格
し
た
者
で
、
卒
業
又
は
合
格
後
当
該
試
験
の
実
施
期
日
ま
で
に
、
第
一
号

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
十
年
以
上
に
達
す
る
も

の

四

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一

号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し

た
者
を
含
む
。）で
、
卒
業
又
は
合
格
後
当
該
試
験
の
実
施
期
日
ま
で
に
、
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
十
年
以
上
に
達
す
る
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


